年俸制に関する雇用契約書

　株式会社　　　　　（以下、甲という）と社員　　　　　　　（以下､乙という）は、下記のとおり、年俸制に関する雇用契約を締結する。

第1条　乙は下記の場所において下記の業務を、甲の指示に従い誠実に行なう。

　　　　就業場所

　　　　業　　務

第2条　乙の就業ならびに休憩時間は次のとおりとする。

　　　　始業

　　　　就業

　　　　休憩

第3条　乙の休日は下記のとおりとする。

· 日曜日、土曜日

· 年末年始（１２月　　日～１月　　日）

· 国民の祝日

業務上その他の都合により、甲は必要ある場合には前各号の休日に乙を臨時就業させ、他の日を振り替え、休日とすることができる。

第4条　年俸制は、平成　　年　　月　　日より適用する。

第5条　年俸制における1か月分の支払給与は、原則として年俸額を１４分割した金額を毎月支給し、１４分の１を賞与として年２回支給する。

第6条　年俸額については、１年毎に改定するものとし、評価その他により昇給または減額するものとする。毎年の改定額については、年俸額に関する辞令を交付する。

第7条　年俸額については、時間外手当１２０時間分を含むものとし、金額の内訳については、年俸制に関する辞令にて明示する。

第8条　退職する場合は、年俸額の１２分の１相当額を基準として、既往の労働分について精算するものとする。

第9条　乙が下記のいずれかに該当するときは３０日前に予告するか、または３０日分の平均賃金を支払って解雇する。

· 精神または身体の障害のために業務に堪えられないとき。

· 労働能率がいちじるしく劣り向上の見込みがないと認めたとき。

· やむを得ない事由で事業を縮小し、または合理化をするとき。

· その他の前各号に準ずる理由があるとき。

第10条　乙が下記のいずれかに該当するときは退職とする。

· 乙が退職を願い出て、会社が承認したとき。

· 死亡したとき。

· 休職期間が満了したとき。

第11条　その他の労働条件については、就業規則および年俸制規定による。

　上記契約の成立を証するため、本書２通を作成し、署名捺印のうえ各１通を保持する。

平成　　年　　月　　日

（1） 株式会社　　　　　　　

住所　　　　　　　　　

代表取締役　　　　　　　　　　

（2） 住所　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　

